
入間市地域包括支援センター運営方針について 

 

１ 概要 

入間市地域包括支援センター（以下、「センター」という。）の運営方針は、基本理念・

運営体制・業務内容等を示すものであり、国のガイドライン等を参考に、実情に合わせ

て市が毎年策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 令和８年度運営方針の主な変更点 

国の示すセンター事業評価項目で市の運営方針に記載の無かった内容を追加しました。 

国のセンター事業評価項目で 

追加された内容 

資料１－２「令和８年度 入間市地域包括支援センター

運営方針（案）」の変更箇所 

センター職員の人材育成  

職場外研修・資格取得 
２ページ「３職員の資質の向上及び人材育成」の 

１～２行目に追加 

専門職からの指導助言の推奨 
２ページ「３職員の資質の向上及び人材育成」の 

３～６行目に追加 

メンタルヘルス対策 
２ページ「３職員の資質の向上及び人材育成」の 

９～１０行目に追加 

個人情報漏えい時の報告 ３ページ「７個人情報の保護」の７～８行目に追加 

民間企業等との連携・協働 
８ページ４～５行目に 

「７生活支援体制整備業務」（４）を追加 

家族介護支援の取組み 
８ページ３２行目～９ページ４行目に 

「１０ 家族介護支援業務」を追加 

 

資料１－１ 

国・自治体のガイドライン・計画等 

・センターの基本理念、目的、方向性等を明示 
・運営体制の設定 
・実施すべき事業内容の提示 

・地域の課題に基づき重点目標の設定 
・事業実施計画の設定 
・方針を実現するための具体的な取組み方法等の明記 

・目標と課題解決に対して、実績確認 
・事業実施の評価 
・課題抽出と次年度への改善点整理 

・評価結果に基づき、次年度運営方針を検討 
・次年度運営方針の策定 

市の策定 

 
センターの 
策定・実施 


